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AnOutlineoftheHistoryoftheOrigin,Development

andResearchontheDhammathats

- CustomaryLaw Textsin theKingdomsofBurma-

RyujiOKUDAIRA*

Theaim ofthispaperistooutlinethehistoryof

theorlglnanddevelopmentoftheD】1ammathats,
thecollectionorrulesembodyingthecustomsand

usagesoftheBurmesepeopleinthekingdomsof

Burma,whicharethemainsourceofBurmeseLaw,
and to tracet'rieRy the research done on the

ま え

現代 ビルマ社会の法制度と法恩恵の基盤を

な しているものは,現代ビルマの代表的法学

者であるり ･ミヤ ･セインが指摘 していると

おり,1)ビルマ諸民族の歴史過程において,良

い間採用,履行 されてきた慣習を基礎 とし,

普及 してきた社会法である ｢ビルマ慣習法｣2)

(齢Oっ｡COP093∽S:2OG3 Myanma Dalay

HtondanUpaday) であ り,その中核 は,-

*外務省アジア局南東アジア第2課 ;SecondSouth
EastAsiaDivision,AsianAffairsBureau,Min-

istryofForeignAffairs,Tokyo,Japan

1)呂368亭 (U MyaSeinl119701齢臼つOGQP車

03S320C3 (5thed･一･Rangoon,p･1･
2)Lot.liz.

Dhammathatsuptothel･reSent,Sincespecialefforts

weremadetoprlnt,editandtranslatethemfromthe

pa一mleafmanuscrlptSandsoonT)ybothforeigners

andBurmesebetweentheendofthe18thCentury

andtheendofthe19thCentury.

が き

般的に ｢ダムマタッ｣(ビルマ語では QeC｡CS
Dhammathat, パー リ語では Dhammasat-

tha血) と呼ばれるものである｡

｢ダムマタッ｣ とは, 1885年 の ティボオ

(Thibaw)王流刑に伴 うコンパウン王朝崩壊

までのビルマ歴代王朝で,その時代に応 じ,

履行 ･遵守されてきた仏教徒 ビルマ人の慣習,

文化,社会規範な らびに発生 した訴訟の判例

を集め解説 した社会法典であり,3)いわ ゆ る

｢慣習法典｣4)と称すべき法典の総称である｡

3)Iud.,p.3.

4)0.H.ムーサム 『ビルマ仏教徒と慣習法』昭和
17年,満鉄東亜経済調査局,p.5.
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この意味で,僧侶に関する法律であるヴィナ

ヤ (Vinaya)5)とは区別されるべき性質のもの

である｡

ダムマタッは,その源流をマヌ法典をはじ

めとするインド諸法典にさかのぼることがで

きるといわれ,事実,初期のダムマタッにお

いては,形式的にも,内容的にも, ヒンドゥ

ー法典の影響を少なか らず受けてきた形跡が

認められる｡ しか し,時代の変遷 とともに,

土着の社会慣習にそぐわぬ ヒンドゥー法思想

は,仏教思想の導入などとも相まって,漸次

排除され,い く多の法典編幕を重ねて,内容

的にも変質 し,やがて典型的なビルマ法典が

できあがった｡このようにダムマタッの編纂

は長い歴史過程を経てきたため,ダムマタッ

相互の間で,あるいは一つのダムマタッの中

です ら相異ない し前後不統一が見 られる｡ し

か し,各々のダムマタッにおいて,その時代

の人々の慣習を考慮 しつつ,補足修正が加え

られてきた事実は,ダムマタッが時代の要請

に応えた社会法典であったことを示 している｡

王 朝 時代 に お いては,国
現在でも高い
存 在 価 値

王や法律家 は,ダムマタッ

を畏敬の念をもって取 り扱

った｡裁判官は諸々のダムマタッを参照 しな

が ら,直面する係争を処理することが要求さ

れた｡また,国王には法律を制定する権限は

な く,従 って,国王がダムマタッを編纂する

ことは考えられないことであった｡ しか し,

ダムマタッが唯一絶対的な法源であることは,

逆に国王や法律家にダムマタッを批判させ,

適宜必要な修正を行 うことを可能にさせた｡6)

だが,英国のビ ルマ併合後,英国法の導入

に伴い, ビルマにも成 文 法 の時 代が到来 し

5)Lbid･,p･7.｢寺院法典｣との訳が見られるが,
ここでは ｢僧侶に関する法律｣と訳しておきた
い｡

6)UHlaAung･1969･"ThellurmeseConceptof

Law,"Jo〟-arofTAGBurmaResearchSociez_γ

(以下J･B.R.S.と略す),Vol.Ⅰ･ⅠIT,pt.ii,p.35.
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た｡ダムマタッはもはや唯一,絶対的な法源

ではな くなった｡裁判所は ｢ビルマのダムマ

タッは,それ らの固有の力によって適用され

るのではな く,制定された法によってのみ適

用され うる｣7)とした｡また,王朝時代の判例

の多 くは,社会の実情にそ ぐわず,その存在

価値を失 って しまった｡独立後現代に至るビ

ルマ社会では ｢ビ ルマの慣習法と政府の法規

定が相反する場合には,政府の法規定に従 う

こと｣8)すなわち ｢ダムマタッと成文法とが仮

に抵触するような事態が起 これば,成文法が

優先する｣9)のであ り ｢現代の慣習の方があま

り世間に知 られていない慣習法典の規定より

も,はるかに安全な指導者である｣10)とさえ

いわれる｡ しか し,それにもかかわ らず,と

くに,婚姻,離婚,養子,相続な らびに宗教

的慣例などのいわゆる民事に関する判例の多

くは,ダムマタッの規定が,依然として最終

的な法源 となってお り,また,現代 ビ ルマの

著名な法学者 り ･フラ･アウンが指摘 してい

るとおり,｢ビルマ人は,慣習的法規が法的,

立法的承認がなければ法た りえないとの理論

を容認 してお らず,慣習 もまた,立法 と同 じ

ような意味での法制定手続であると考えてい

る｣11)点か ら見ても,今日の ビルマ社会にお

いて も,ダムマタッの存在価値は極めて高い

といえよう｡

なお,ダムマタッは,且葉書 (GUのつPeiza)

や書帖 (四弓cf;parabaik)の形で編纂 され,

数々の異本が知 られているが,19世 紀 中葉

になって欧州人の手で初めて外国語に完訳,

出版されたのを皮 切 りに, コンパウン王朝

(1752-1885)後期にかけて, これ らダムマタ

7)Ibtd.,p.38.

8)U MyaSein,oj).tit...p･13.
9)大野 徹 『ビルマの社会と経済』 〔アジアを見

る目43〕1972,アジア経済研究所,p.74.

10)Mootham,O.H.1939.B〟rme∫CBuddht∫tZJau,.

LOndon,p.6.

ll)U HlaAung,op.ciz.,p.40.
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ッ･テキス トの刊行事業が,欧州人研究者が

中心となって進められるにおよんで,ダムマ

タッの存在がにわかに脚光を浴び,その研究

が鼓舞された｡以後,英国統治下では,欧州

人研究者が中心となって,また独立後,現代に

至る時期においては,主として ビルマ人法律

研究者の手で,ダムマタッの研究が続けられ

てきている｡

本稿では,ビルマのダムマタッの起源,性

格な らびにその成立過程,ダムマタッ諸本の

構成 と内容,さらに研究史などダムマタッの

全貌を可能な限 り明 らかにしようとした｡今

後のわが国におけるダムマタッ研究の一助に

なれば,私の望外の喜びとするところである｡

Ⅰ ダムマタッの起源および性格

1 起 源

ダムマタッがいつごろか ら,どんな種類の

ものが,いくつ ぐらい編纂されたかについて

正確に把握することは,これまで明 らかにさ

れている諸資料か らだけでは,極めて困難で

ある｡ ウ ･ミヤ ･セインは ｢一つの民族ない

し一つの国家が出現する擦,その文化程度に

従い,慣習,社会的義務,規則などが存在す

ることは間違いない｡同様にわれわれビルマ

人が民族 として明確になりはじめた時期にお

いても,伝統的慣習,文化な らびに社会的義

務などが存在 したに違いない｡そのような社

会的義務ない し規則などに遠反 した場合,受

けなければな らない罰則の規定 も存在 したは

ずである｡このような慣習,文化な らびに社

会規範などを集成 した時期に,われわれのダ

ムマタッが初めて出現 した ものとおよそ推定

される｣12)と述べている｡

ダムマタッの起源に関 し, 主 と して西 欧

人ならびにインド人研 究 者 の 多 くは, これ

がサンスク リット語 ｢ダルマシャース トラ｣

(Dharma孟astra)を語源にもち, ヒンドゥー

諸法典の影響を受けたものであるとの説を唱

えてきた13)のに対 し,ビルマ人研究者の多 く

は,語源的にはパー リ語の ｢ダムマサ ックン｣

(Dhamma始ttharh) に由来 し,また,｢ダル

マシャース トラ｣がヒンドゥー教聖典である

12)U MyaSeLin,op･ciz･,p･4･

のに対 し,ダムマタッは,土着の慣習に基づ

いて編策された社会慣習法典であるとして,

ヒンドゥー起源説を否定 し,14)あるいは, ヒ

ンドゥー法典の影響を受けたことを認めつつ

も,その後大きく変質 した15) との説 をとっ

ている｡かように,ダムマタッの起源をめぐ

って相対立する種々の学説が発表されていて

13)いくつかの例を挙げれば次のとおりである｡

① ｢多くの節が古代ヒンドゥー諸法典から取り
入れられている｡また,ダムマタッは多くの

ヒンドゥー慣習を承認している｡それ故,ダ
ムマタッのヒンドゥー起源を否定することが

できない｣(1･ahiri･1957.Pri"rlj)leofModer7i

Burme∫cBuddhtsILaw(6thed.). Calcutta,
p.2.)

⑧ ｢インド法は,ビルマ法の第1期の間,クラ
イン人によって採用され,さらに,パ-1)請

タライン･テキストからの翻訳に際して,何
らの重要な変更を行うことなくビルマ人によ
り引き継がれた｣(Furnivall,∫.S.によるDr.

Forcbhammer説の紹介｡ 1940. HManuin

Burma,"JIB･R･S･,VoLXXX,pt.ii,p.353.)

⑧ ｢ビルマの古代法および若干の相異はあるが,
後代のパーリ語の法テキストは,マヌなどの

ヒンドゥー･ダルマシャーストラを基礎とし
ている｣(MabelHaynes13ode.1965.TAGPall

Li/eratureof BurmatphotographicRept.].

Rangoon,p.84.)

④ ｢ヒンドゥーの影響は,ワ-ガル ･ダムマタ

ッにおいて,明白に識別しうる｡ダムマタッ
という言葉そのものが,そのインド起源を自
ら表わしている｡それは,明らかにヒンドゥ
ー･ダルマシャーストラの応用である｡マヌ
は最終的な権威として頼りにされている｣

(MaungBalian･1952･A LegalHCl∫toryof

hdiaandBurma.Rangoon,p.71.)
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興味深いが, これについて論ず ることは,本

稿の 目的ではないので,別の機会 に改 めて検

討 してみたいと思 う｡

ダ ムマタ ッは,主 と して僧侶な らびに法律

家の手で編纂 されて きた｡それ らは,初期の

ころにはパー リ語ない しモ ン語で書かれたが,

タール ン (Tharlun)王 (1629-1648)治世以

降, ビルマ語散文あるいは韻文で書かれるよ

うにな った｡王朝時代にあっては, これ らの

ダムマタ ッを参照 しつつ,裁判の判決を下 し

た｡ ビルマ史 最 古 の ダムマタ ッは,西暦紀

元前 5世紀 の ドゥタ ッバ ウン (Duttabaung)

王 治 世 に編 某 され た Duttabaung Min

Dhammathat(292GOつつgo8CoQ曽33CS)であ

り, 2番 目はシュ リークシェ- トラ (ビルマ

語読みで, タイエーケ ックーヤ) 国,アティ

テ ィヤ (Atitya)王治世 に編纂 された Atitya

Dhammathat(gaCBoqっ0933CS),3番 目は,

パガ ン国 ビュー ･ミン･デ ィー(PyuMinhti)

王治世 (ビルマ暦89年) に編纂 された Pyu

14)いくつかの例を紹介すれば次のとおりである｡

① ｢これらすべての事実を考慮したのち,ビル

マのダムマタッの起源は土着のものであり,

また,その中に並べられた法律はほとんどビ

ルマの慣習法であるとの結論に達する｣

(MaungKyinSwi.1966."TheOriginand

DevelopmentoftheDhammathats,"I.B.A.S.,

Rangoon,p.204.)

⑧ ｢賢者マヌがビルマのテキストで解説 してい

るのは,ヒンドゥー法ではなく,ビルマの法

と慣習であり,マヌは便宜な,威信ある代弁

者である｣ (MaungMaung･1963.I-au･a71d

CustominBurmaajtdtheBurmc∫eFami/7.

TheHague,p.5･)

(㊨ ｢ビルマの慣習法は,ビルマ史とともに発生

してきた｡ビルマ民族はチベット･ビルマ族

に属し,北部山岳地帯から平地へと降りて来
た時から,彼 らとともに慣習法もたずさえて

きた｣ (MaungKyinSwi,pp.liz.,p.194に

Dr.HtinAung説が紹介されている｡)
(む｢ビルマ法は,起源において土着のものであ

った｡そして,ほとんどヒンドゥー法の影響

は受けなかった｣(HtinÅung.1962.[Preface

to]BurmeseLaw TaZe∫.London.)
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MinhtiDhammathat(61LQ83& 0933CS)とさ

れているが,16)これ ら三つのダ ムマタ ッは,

いずれ も現存せず,また, これ らが実際に存

在 した との確かな資料 も見当た らない ことか

ら,伝説 の城を出ない との説 17)もある｡

2 性 格

前述 した とお り,ダムマタ ッは, ビル マ人

仏教徒の慣習,文化,社会的規範や判例をま

とめた社会法典であるが, さ らに厳密 にいえ

ば, ムーサム (0.H.Mootham)が指摘 して

15)若干の例を挙げれば次のとおりである｡

① ｢ヒンドゥー法に対するわれわれの借りには,

少なからぬものがある｡しかし,われわれの

借 りの程度はしばしば誇張されてきた｣ (U
HlaA一.lng,02.lit.,p.31.1

⑧ ｢ビルマ法は古代のタイプのヒンドゥー法に

基づいているが,それは次第に仏教原理が作

用 して,その源から,かけ離れて行った｣

(Tagore･Jardtnel∫Note. Rangoon,pt.III,
p.2.)

⑧ ｢ビルマのダムマタッは,随所でインド起源

であることを露呈 している0-.- しかし･ヒ
ンドゥー法論文 仕IindutreatlSeS)がわれわ

れの裁判所で権威があるという印象を形成 し

ていることに対 して学生諸君は警戒せねばな

らない｣(U ChanToon･1894.ThePrin{ziZe

o/BuddhistLaTU.Rangoon,p.9.)

④ ｢ビルマ法は,その初期の段階では,かなり

の程度ヒンドゥー ･マヌ法典 の影響を受 け

た｡しかし,それはのちになってヒンドゥー
法文献との関係を全て打ち破った｡かつてダ

ムマタッは,ヒンドゥー法典からの応用によ

って編纂されたが,再びインドから借用する

必要がなくなった｣ (U HlaAung,op.citリ
p.33.)

⑤HtinAung説に対する批判 ｢『ビルマ法の起

源は土着のものであり,ヒンドゥー法の影響
は,ほとんど受けていない』と確信すること

は,われわれとしては恩知らず (Ungrateful)

であり,あるいは熱狂的愛国主義的ですらあ

る｡…… 『ビルマの慣習法は,チベット･ビ

ルマ族がたずさえてきた』とする見解は信 じ
難い｣ (MaungKyinSwi,op.cZ'1.,PP.199-
20ぐ).)

16)U MyaSein,oZb.lit.,p.8.

17)MaungKyinSwi,oP.cit.,p.5.
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いるとお り, 法典 (code)あるいは法規類纂

(digest)というより,む しろ風俗 ･習慣, 係

争の論点に関する判決や従前の裁判で支持さ

れた判例などの記録である｡18)また, ダムマ

タッは,僧侶の行為に関する準則や僧院関係

の事件に関する規則の蒐 集 録 で あ るヴィナ

ヤ19)とは峻別されるべき性質のものである｡

すなわち, ビルマ人家族の慣習法は,一般的

に ｢ビルマ人仏教徒法｣(BurmeseBuddhist

Law 齢Qつ73｡jつ33つ∽甲 2OG｡)と呼ばれ

るが, それは実際には僧侶の法律 (ecclesias-

ticallaw)ではな く世俗法なのである｡この点

誤解を生み易いのでとくに注意 してお く｡20)

確かに ｢仏教徒法｣ という呼称 は, Burma

CourtsAct(1875*) UpperBurma Civil

JusticeRegulation (1886年)LowerBurma

CourtsAct(1889年)などで初めて用い られ

たが, この呼称は,宗教関係法と誤解 される

ので, 表現 としては適切ではな く, 多 くの

ビルマ人研究者がその表現の誤 りを指摘 して

いる｡21)とくに, ウ ･ミヤ ･セインは ｢ビル

マ人の慣習の歴史を積み重ね,時代に即 して

修正 し,受け容れてきたビルマ婚姻,社会な

どの 関係法は 『ビルマ人慣習法』 (Myanma

DalayHtondanUpaday齢OっoGC?車∽S:

20C3) と表現 して初めて適切かつ正確であ

る｣22)と述べている｡

Ⅱ ダ ム マ タ ッ の 成 立 過 程

次に,上記 Ⅰの 1で見たとおり, ビルマ最

古のダムマタッが仮に前 5世紀に成立 してい

たとして,その後19世紀の末葉にかけてのビ

ルマ王朝時代に一体どのような形態のダムマ

タッがいくつ編纂されたかについて見てみた

い ｡

まず, ダムマタッに言及 し,解説 したビル

マ語文献 として主なものを挙げれば,埼代順

に(∋1796年に,ティリ･マ-ー ･ゼ-ヤ ドゥ

-(ThiriMahaZeyathti)により編纂された

KawiLakkhapaDipani(∽8cocgm80軍),23'

18)Moofham,oP.ctZ･,pp･3-4･邦訳は満鉄経済調

査局版による｡

19)Zbt'd･,p15において,Vinayaテキストとして,
i)Prajikam,ii)Patittiya,iii)Mahabagga,iv)
Collabagga,Ⅴ)Pavivaraの5種を挙げ,また,
同註釈書として i)Atをakathas,ii)Tikas,およ
びiii)Gandhanharasの三つを挙げている.

20)MaungMaung,optlit.,p.viii参周｡

21)U MyaSein.op･lit.,pp.1--2･
M.T.Gywe.1910.(Aprefaceto)A .Treatiseon

Budd/n'∫tZ･aw.Vol.ⅠⅠ,Man(lalay,pp.lllllV.
MaungMauZlg,OP.lit.,p.13.

22)U MyaSein,op･clt.,p･3.

①1888年に, ミンヂ一 ･マハ一 ･ティリ･ゼ

-ヤ ドゥ- (MingyiMahaThiriZeyathti)

により編某された 『ビルマ文献史』 (Pitakat

ThOnboonSadan8gmcS9年のつ∽S: と呼ば

れる PitakatDaw Thamaing 8⊆mcSG∽5

33等6:)24'･25'および ⑧1893-1895年に,キン

ウン ･ミンデー(KinwunMingyiU Gaung)

が著 わ した 『ビルマ人仏教徒法要録』 2巻

(車 重 G酢 cSGOつ8C白32G鍋 ∂亭ooQ折 ,CSoqlS:

酔 および車 重 GC｡冨GのつScBdSS労3亭…0933CS

23)訂甲西:2333事:cP亭…∽重唱cS3?CS338

(sayagyiU Hsanfltun)･1965･=坤 U3.つ
GCIU433/∽8CO唱cm8U字,"∽8CO唱Cm ?:

cT#cB(2nded･),Mandalay･

24)2338g:32紀璃 G∞つOl巨訂?即 日 UKhin

soe)･1959･8⊆mCS99のつCDSEGaT8smcS
G∽S｡〕与8…･Rangoon･

25)8gmcSpやのつ03S:第 1版が1905年にラング
ーンの ThudhammawaddyPressから発行され
た｡
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『S害)26'の三つである｡

マハ一 ･ア イ ①はいわば ｢綴字法辞典｣

リ･ゼ-ヤ ド と呼び うるものであるが,

ウー の 貢 献 内容 的 に は, 三 蔵 経,星

相学,ダムマタッな どに 関 し知 ってお くべ

き内容が盛 り込まれた一種の辞典であ り, コ

ンパ ウン王朝初期か ら今 日までのビルマ文学

研究者にとって手離せない 文 献 となって い

る｡27)この中で, ダムマタッについて若干の

解説を行なっている｡28)また ② については,

ミンドン王(1853-1878)か らティボオ王(1878

-1885)治世にかけて官吏として仕え,のち仁

マイン ･カイン (Maing Khaing)侯 とな っ

たマハ一 ･ティリ･ゼ-ヤ ドゥ-が一時,王

室図書館の 司書 (Keeper)を務めていた こと

があ り,この機会が彼 に本書を編纂させ,ダム

マタッの調査研究に大 きく貢献するところと

なった｡彼は同書において,仏陀が説いた経,

律および論の三蔵パ- 1)聖 典 と と もに, 義

疏 (Atthakatha),復註 (T王ka)をは じめ,星相

学典,医薬典,四言長詩,韻詩,子守歌に至るま

で,1886年までのありとあ らゆる書帖 (Para-

baik),且葉書 (Peihmu)杏,その名称,編者,

編纂年などが容易に理解できるよう,項 目ご

とに歴史的に配列 し,各々に簡単な解説を付

している.29)このうち, ダムマタッの リス ト

紘,No.1602か ら No.1704まで となってお

り,総計 175のダムマタッ (但 し, ここでい

うダムマタッとは,広義の意味のダムマタッ

と解 され,ダムマタ ッ･テキス トそのもの以

外に,裁判記録,ダムマタッ概説書,ダムマ

26)英訳の正式呼称は A DigestofikeBurmese

Buddh'stLaw co71CermlLg .lnAeritance and

Marrtagc; being a CoZZe{tion ofTextsfrom

Th-rty-∫ix Dhammathat∫(Vol.IInheritance,
Vol.II Marriage).

27)SayaGyiUHsanHtun,oP.lit.,Preface,pp.
2-3.

28)Ih'd･,pp.59-60.

29)UKhinSoe,oP･cit･,軍31亭…(m)･

104

タッ韻詩をも含んでいる)が存在 した ことを

明 らかに し, そのうち判明 しているもの 102

について,解説を行 う一一万,残 りの73につい

ては,名称,編者など一切不明であるとして

いる｡30)さらに ③ については, コンパウン王

朝末期の ミンドンお よび ティボオ両 王 の首

席大臣を務 め,政治家 として,また,枢密院

(Hluttaw)および最高法廷のメンバーとして

法典 に通暁 していたキンウン ･ミンヂ-が,

上ビルマの法務長官バージス(G･D･Burgess)

の求めにより,著わ した もので,同書は1897

年にバ-ジスにより英訳されている.31)本要

鍾 (Digest)は, 婚姻および離婚に開 し, 過

去36のダムマタ ッの写本を照合な らびに校正

した ものであるが, この中で36のダムマタッ

を成立年代順に配列 し,32)前記⑧の Pitakat

Daw Thamaingの記述を も参考に しなが ら,

各 々のダムマタッの概要説明を行なっている｡

ジャーデ イン 次に,ダムマタ ッの成立過

とフォーシャ 程に関する研究の先駆者 と

~ マ ~ して活躍 した外 国 人学 者

は,1882年 お よび 1883年 に下 ビルマの法務

長 官 で 判 事 で あったジ ョン ･ジャーデ ィン

(Sir John Jardine) に協 力 し, 1885年 に

JardinePrizeを受賞 した ドイツ人考古学者

で, ラングー ン ･カレッジのパ- リ語教授 フ

30)(1))bid.,pp.230-246.

(2)呂…egaつEcDi:cp亭…(U Åung Than

Htun)11968･GfQつO8…耶 三03甲 8qS

Gq:･Rangoon,pp･175-178･
31)(1)Tra71SZaiionufADtte∫ta/ihcBurme∫c

BuddAistLawconcerningInherita71ccand

Mamlage;being a Collectionof Texts

from Thirty-∫ix Dhammatha/J.(γol.I
Inheritance,Vo).II Marriage).

(2)UMyaSein,oP.cit･,p.ll.G.D.Burgess
による英訳について言及している｡

32)Mootham,o少.cit･,Appendix II; Maung
Maung,01).liz.,AppendixI;UÅungThan
Htun,oP･cit･,pp.179-183などにも表示され
ている｡
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ォ- シャーマ- (Dr.Forchhammer)であ っ

たが, 彼はその著 TheJardinePrize:An

Essay33)の中で, ダムマタッの成立過程を三

つの時代に区分 している｡すなわち,第 1期

(1ト16世紀) については, 西 暦 10世紀 より

以前に南イン ドか らイン ドシナ半島の西海岸

のイン ド植民地 にもた らされたインド法がク

ライン族により受容 され,さらにクライン化

されたインド法がパー リ語 ･モン語韻文か ら

の翻訳などにより何 らの重要な変更も加え ら

れることな く,34)ビルマ人に もた らされたが,

この期に属す るものと して DhalnmaVilasa,

W agaru,Ko-zaung-kyop など約20にのぼる

ダムマタッを挙げている｡35)第 2期 (16-18世

紀前半) については,第 1期のイン ド法が後

退 し,土着の慣習や ビルマのマヌ(Manuraja

や Kaing-zaなど) が取 って替わ り, また仏

教 と新バ ラモ ン(NcoBrahmatic)的要素が導

入された としているが, この期については,

MaharajaDhammathatなど僅か三つのダム

マタッに言及 しているだけである｡36)第 3期

(18世紀中葉-19世紀後半) については,第 1

期および第 2期の諸々の法典の内容が統合 さ

れ,またその時代の人々の間に存在 した諸々

の法律や慣習が記録されている点や仏教的要

素が支配的になった点などを指摘 しているが,

この期 に属するものとして ManuKyayなど

30におよぶダムマタッに言及 している｡37)

33)(1)Dr.Forchhammer･1885."OrLtheSources

anddevelopmentor】iurmeseLaw from
theeraofthe丘rstintroductionofthe

lndianLawtothetimeofBl･itishoccupa･

tionofPeguwithTextandTranslation,"
TheJardinePrize:AnE∫∫ay,pp.1061
107.

(2)UAungThanHtun,oP.ciz･,pp.1831185.

34)Forchhamnler,04.lit.,p.74.

35)(1)Forchhammer,op.cit.,pp.1()6-107.

(2)Furnivall,op.cZ't.,P.353.
36)Forchhammer,oP.lit.,p･107.

37)Lot.cz'Z.

以上のようなフォーシャーマ-のダムマタ

ッの成立過程 に関する分類ない し見解 に対 し

て, ビルマ政府経済企画顧問として長 らくビ

ルマに滞在 したファーニヴ ァル (∫.S.Furni-

vail)も, この分類を採用 しているが,38)他方

で ｢フォーシャーマ-が活躍 した時代 は,仏

教 について も, あるいは熱帯極東 (Tropical

FarEast)の歴史について も, ほとんど何 も

知 られていない時代であ ったため,多 くの点

で フォーシャーマーの所説が再検討を要する

として も何 ら不思議ではない｣39)と述べてい

る｡ファー-ヴ ァル はさらに上記 ビルマ人諸

学者の代表的研究を も参照 しつつ, フォーシ

ャーマ一説の再検討の必要性を説いた｡40)フ

ァーニヴ ァルは, PitakatDaw Thamalng

を もとに して, ラングー ンの BemardFree

Libraryで追跡調査 した結果判明 した18のダ

ムマタッを加え, ビルマのダムマタッの時代

区分,種類および編纂 された数を表示 した41)

が,それをさらに整 理 す れ ば 表 1のとお り

となる｡そ して, ファーニヴ ァルはビルマ人

研究者 のダムマタ ッに関する文献を参照 し,

フォーシャーマ一説に検討を加えた結果 と し

て,表 2のような結論を出 している｡

なお, ビルマ国内の少数民族の慣習法典 に

ついては,例えば,アラカン族の書いたダム

マタッが なお現存 している42)ことが 知 られ

ているが, これ らについて は別の機会に取 り

上げたいと思 う｡

38)Furnivall,op.lit.,pp.353-370.

39)Ibid･,p･351･
40)Forchhammer説に批判を加えたものとして,

MaungKyinSwi,oP.tit.,pp.189-193などが
ある｡

41)Furnivall,op.liz.,p.352.

42)E.マウン著,伊藤正己,鈴木喜久江訳,宮崎

孝治郎編 ｢ビルマ婚姻 ･離婚法｣『新比較婚姻

法Ⅷ一東南アジア(4)』1976,東京,pp.9-10.
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表 1

Thamaingで言及 されているもの

ダ ム マ タ ッ の 種 類

2.

3.

ダムマクッ･テキス ト

(Dhammathato台CDCS)

裁判記録 (判例集)

(phyathtoon 6cS車 )

ダムマタッ概説書

(Khwと-bon会う)

ダムマタッ韻詩

(Linka cod っ)

総 数 闇 去言:,
不明のもの

追跡調査の結果

判明 したもの

第 1期

パインナウン帝

国の崩壊まで

(-1600)

クラインによる

アヴ ァ侵攻まで

(1600-1750)

第 3期

1･EjlLOS:C8: 2･098coっ33

3･｡lo旬(｡161可) 4･O号CO議っ

5･ol｡⊃3093DCS 6･BoE…(曽亭C86亭LU盛6?)
7･｡lo可(51873Gむつ33齢Qつ33つ∞つ6亭)

8･0933CSGOqS 9･卑GのつS制S

1･G,∽ つO2三つG『SEjcS車
2･準 …①つ相浦 cS車

3･O号∞ つqG胴 §…0933CS

アラウン パヤ王

朝

(1752-1885)

32

1･U十二し′一･三･

3･∽ 亭G00Sor鞄 mcooSっ

5･eo3Geつ33つGIG鋼 巨3

7･Q号qE:cooSっ

9･G)卑○∈32やつ
11･率 00つO寺

13･8宇盈O,甲CB

2･098芋虫O3

4･O寺33つqO曽33CSoqS3336
6･O寺○那 つCOO5っ

8･8宇島O30(つつ33亭

10･GOつ∽8G免3宇

12･8宇盈∽0(つつ3,宇cooSっ
0

14･92q33GaOO∈常幸つ
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Ⅲ ダム マ タ ッ諸 本 の 構 成 お よ び 内 容

1 構 成

前項で見たとおり,19世紀末葉のビルマ王

朝崩壊の時期に至るまで,数々のダムマクッ

が編某されてきたが,その構成上,すべての

ダムマタッに共通 している点は,まず,仏陀

を崇敬する文言ではじまり, つ いで Rishi

Manuが宇宙の果ての壁に到達 して,ダムマ

タッを発見 し,公布するためにそれをMaha-

sammathaに捧げるという物語で構成される

序論が続 くことである｡この序論は,法の淵

源に関する一つの重要な説明であり,また,

ダムマタッ文学で理解されているとおり,紘

の本質を例証するものでもある｡ Dllamma-

vilasaのような若干のダムマタッにおいては,

序論は極めて精巧であり,法は発見されるも

め,与えられるものであって,作 られるもの

ではないということを実証 してみせる｡その

淵源は絶対的かつ不変のものであり,法は一

つの絶対的な倫理としての資格が与え られて

いる｡ ダムマタッ･テキス ト編者の職務は,

それ放,解説者のそれである｡すべてのダム

マグッに当てはまることは,法の絶対性とい

うことがその様式の特色となっていることで

ある｡43)

序論につ いで,法 の諸 規

18項目の分類 別の説明が行われる｡初期

のダムマタッの場合には,

ビルマの条件に適合させつつ, ヒンドゥー諸

法典 (HinduDharma孟豆straなど)の条項をか

なり借用 した形跡が認められる｡44)例えばヒ

43)Hooker,M.a.1978."TheIndian･DerivedLaw

TcxtsofSoutheastAsia,"T/zejL,W乃̀77ofA∫ia形

Szudie∫,Vol.XXXVIT,No･2,pp･201-202.本

論文は同著者が最近著わした A C'07m'∫CLcga/

Hi∫toryofSouth-EastA∫ia･1978.0Ⅹford,pp.

17-25に収録されている｡

44)UEMaurlg.1951."InsolvencyJurisdictionin
EarlyBurmeseLaw,'J･B･R･S･,Rangoon,p･2.

ンドゥ一 ･マヌ法典の影響を強 く受けたとさ

れる DhammavilasaDhammathatではその

編者,ShinDhammavilasaはヒンドゥーの法

律の部類 (divisions)を借用 して,それを18の

カテゴリーに分類 した｡ しかし,その際,ビル

マに明白に適合するよう若干の修正を加えて

いる点が注目される｡45)この18の分類とは,

1)負債,2)動産の寄託,3)所有者の同意なく

動産の外観を変更すること,4)贈与の留保,

5)事業の協力,6)労働および職業サービスに

対する報酬,7)責任 と約束の不履行,8)家畜,

荷車 および′J＼舟の所有者 と借入, 9)売買,

10)土地の境界, ll)偽 りの告訴, 悪意の起

訴および中傷, 12)窃盗および強盗, 13)襲

翠 (財産の損傷および破壊を含む),14)殺人,

15)夫婦 (彼 らの義務および権利, 結婚およ

び離婚),16)奴隷,17)相続,18)とぱ く46)

となっている｡ また, 現存最古の Wagaru

Dhammathatにおいては, 1)負債契約,2)

婚姻における授受, 3)離婚,4)姦通,5)鰭

与,6)相続,7)売買,8)財産の管理,9)財

産の担保,10)財産の分与,ll)とぱ く,12)

雇用, 13)2足および 4足動物 (鳥獣),14)

奴隷,15)暴行,16)中傷と偽 りの告訴,17)

土地の配分と境界,18)窃盗47)の18分類から

なっている｡ しか し,KaingzaShweMyin,

Manussika,Manosara,DhammathatX.un-

gya,ManuReng,Kyetyoなどのダムマタッ

においては,18に分類 しながら,ヒンドゥー ･

マヌ法典には従っていない.48)さらに1756年

に Kyum:wunBlmmmaJeya(Kyum:wun

45)lItinÅung,oP.cit･,pp･1ト12･

46)Ibid.,pp.12-13.邦訳に当たっては,田辺繁子
訳 『マヌ法典』昭和29年,岩波文庫,東京を参
照した｡

47)Q今QQoCD盛GaTQ軍 営COCSo* O･1892･K2'ng
Wagaru'∫ManuDhammasatthamText,Trans･
lationandNotes,Rangoon.

48)Hooker,op.lit.,p.202.
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BhummaJeyaMahaThiriUttamaJeya

ThingyanAmat)が編纂 したとされる Manu

Kyay Dhammathatは,ダムマタッ史上,

最 も傑出したもの といわ れ るが,49) もはや

18項目の形式にはとらわれず,全体を14の部

門に分類 し,不動産,動産,債戸 ･債権人,

租借,窃盗,殺害,婚姻,姦通,離婚,離婚

に際 しての財産分与,養子,養女,遺産相続,

遺産分与,給与,仏塔,僧院および僧侶に関

する法などをはじめ種々の内容が網羅されて

お り,奴隷制度,売買による奴隷制度,多妻

制度などについても詳述されている｡50)従 っ

て,これは実際には,法典でもなければ法規

類纂で もなく,む しろ,現在の風俗や習慣な

らびに以前のダムマタッにおいて保存されて

いた判例の記録であるが,51)さらに, ビルマ

の著名な文学者,ウ ･ペイ ･マウン･ティン

はその著 『ビルマ文学史』においてマヌーヂ

ェ ･ダムマタッが ｢法律の世界のみならず,

ビルマ文学の世界においても,著名な文献の

一つであり,ビルマ諸王時代の行政,文化な

どを明 らかにした里程碑の一つである｣52)と

述べているが, これが ｢百科全書的性質｣53)

を持つ ものといわれるゆえんである｡かよう

に ManuKyayDhammathatは ｢五つの大河

と500の小川が海に注 ぐがどとく,大小様々

のダムマタッが,Kyum:wunGyiの Manu

KyayDha--athatに吸収されたため,この

49)齢Qつ等8633つ∞つ650っGO93∞S:･1955･
齢O?営CS卑oqS三･Vol･II,Rangoon,p･112･

50)U MyaSein,oP.Cit･,p･10･
51)Forchhammer,oP･czlt.,p･96･

52)呂:GOGOつS∽8･(UpeMaungTin)･1965･

6亭Oっ0つGO〇⊃与8:･pp･239-241;齢O?営CS

やoqS:･vol･3,pp･425-426参照｡

53)(1)G.E.--ヴィ著,五十嵐智昭訳 『ビルマ
史』(略本)(第2版) 昭和20年,東京,
p.169.

(2)レイ･タン･コイ著, 石沢良昭訳 『東南
アジア史』1970,東京,p.87.
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一つの法典を見れば,他の大小の法典の由来

をまとめて知ることができる｣54)とさえいわ

れるのである｡分量的にも初期のダムマタッ

に比 し,かなり大部のものになっている｡ま

た,Gandiなどい くつかのダムマタッになる

と,上記18の項目については,何 ら言及 して

おらず,テキス ト自体にはインド法の枠組の

影響が,はっきり認め られるものの,インド

のモデルからは,かなりかけ離れて しまって

いる｡55)

2 内 容

既に見たとおり,ダムマタッは,ビルマ王

朝時代の数世 紀間にわた り,何 種 類 も, し

かも相互に相当の時間を隔てて編纂され,加

えて貝葉書や書帖の保存年数がせいぜい1-2

世紀程度と考えられることか ら,いくたびと

な く筆写を繰 り返 してきたため,各種の異本

を生む結果となった｡他方, この間,慣習自

体が変化 したことが考え られ,行為の準則も

漸次修正され,あるものは,法の規定 となり,

また,あるものは消滅 し,さらに内容的にも

各々のダムマタッ相互において,相反するも

の,56)一つのダムマタッの中でも前後不一致

なもの㍍)が少なか らず見出される ことにな

った｡そのため内容上の諸変化をテキス トが

編纂された時期のビルマにおける状況の変化

と関連づけることの重要性が指摘 されている

のである｡58)

ダムマタッに見 られる判例の多 くは,現代

ビルマ社会の実情にそ ぐわなくなっている｡

54)(1)6亭O?営LSやcJ訴…･vo千･8,p･426･
(2)U PeMaungTin,oP･clt･,P･240･

55)Hooker,op.lit.,p.202.

56)Zbl'd･,p.202･
57)例えば ｢(夫は)妻を多く要ることができると

規定していながら,他方で妻に対し,彼女の意
思により夫のもとから去って行く権利も与えら
れており,去ってのち1年経つと離婚の権利が
生ずる｣ (U MyaSein,(珍.cit･,pp.12-13.).

58)Hooker,uP.lit.,p.202.



奥平 :ビルマの ｢ダムマタッ｣(慣習法典)について

例えば,ダムマタッには,奴隷制や多妻制に

ついて詳述 されているが,59)これ らは現代の

法 とは相反 している｡ したがって,ダムマタ

ッの判例の多 くは,現代社会 とは相容れない｡

しか し他方, そのあるものについては,現代

ビルマの慣習法 とさほど相異がない60),61)こ

とに注 目すべきであり, とくに遺産,相続,

婚姻,離婚などいわゆる民事に関する内容に

Ⅳ ダ ム マ タ

1 テキス トの刊行および翻訳

ダムマタッが西欧人に初めて紹介されたの

は, 古 くは 18世紀末葉の西欧人の ビルマ沿

岸への接近の時代にさかのぼることができよ

う｡63)すなわち, 1795年, アヴ ァ宮廷への英

国最初の外 交 使 節 と して サイムズ (Major

MichaelSymes)が ビルマを訪問 したが, サ

イムズはビルマのダムマタッとヒン ドゥー ･

マヌ法典の類似点に注 目した｡64)サイムズは,

1783年か ら1806年までアヴ ァおよび ラングー

ンに滞在 していた65)イタ リア人 初期 キ リス

59) ｢両親には,息子や娘を身売りすることさえ出
来る権力があり,また,夫は自分の妻を殴打す

るばかりか,売り飛ばすことさえできる権限が
ある｣(U MyaSein,oP･lit.,p･13.)｡同様の内

容が,大野徹,op･ctt･,p.74にも述べられてい
る｡

60)例えば ｢女性を各々の夫の遺産相続者として一
様に承認しており,また,妻が夫を放棄する権
利および追い出す権利,離婚の権利などの権利

が多く与えられている｣(U MyaSein,op.lit.,
p･13･)0

61)AttasankhepaVa叩anaKyam:において ｢他人
の妻と姦通した男は,その妻が我慢できない場

合には,必要に応じ離婚できる｣との規定を掲
げている(Lot.lit.)0

62)U MyaSein,oPllit.,pl16.
63)SangermarlO.Father.1966.TheBurme∫eEm-

2irE7(5thed..).London,pp.XXV-ⅩXVIおよ

びpp.22ト223.

64)MaungKyinSwi,oP.liz.,p.173,
65)Sangerman0,02.lit.,p.XXIV.

ついて は,今 日でも法判決の最終的な拠 り所

として,その存在価値が高い｡結局,現代 ビ

ルマの慣習法に関する論拠 としている基本的

諸点は, 1)ダムマタッ, 2)ビルマ人仏教徒

の現代慣習,および,3)高等裁判所,最高裁

判所および民事裁判所などの判例の三つであ

る｡62)

ッ の 研 究 史

卜教 宣 教 師 の一人 であったサ ンジェルマノ

(FatherSangermano)に会 ったが,サンジェ

ルマノよりビルマ法典のラテン語-の部分訳

を得た結果,そのヒンドゥー ･マヌ法典 (彼

はそのペル シャ語版を所蔵 していた) との類

似性に打たれた｡66) このことについてジャー

デ インはサイムズとサ ンジェルマノが研究に

入 り議論を重ねてい くうちに,サイムズがア

ラカン法典のペル シャ語版 とイン ドのマヌ ･

シャース トラの ビルマ語訳の類似性 に気付い

たというのが事実のようであると指摘 してい

る｡67) サイムズについで,翌年の1796年,もう

一人の英 国使節 ヒラム ･コックス (Captain

Hiram Cox)が駐在官 として ビルマに着任 し

た｡彼は着任の前年,い く人かのアルメニア

人に, ウィリアム ･ジョーンズ (SirWilliam

Jones)の InstituteorManuのビルマ語訳を

させていたが, コックスは, ビルマの諸 々の

ダムマタ ッがマヌ法典を既に内包 している以

上,無駄な作業であった と述べている｡68)同

じく英国使節の一人クロフォー ド(Crawfbrd)

も, ビルマのダムマタッが ヒンドゥー法に由

来 している点に留意 している｡69) しか し, ど

ルマのダムマタッの存在が一躍脚光を浴びる

ことになったのは,1847年,英国人 リチャー

66)MaungKyinSwi,oP.tit.,p.173.
67)Sangerman0,02.lit.,p.XXV および p･221･

68)MaungKyinSwi,oA.lit.,p.173.
69)Sangcrman0,0.9.rz't.,p.221.
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ドソ ン博 士 (Dr.Richardson)が, Manu

Kyay Dhammathatを貝葉書か ら印刷 ･翻

訳ヮo) した こと に はじまる といえ よう｡ 以

莱,種々のダムマタッを見葉書などを底本 と

して印刷刊行する努力がなされる一方, これ

らダムマタッの刊行物が法廷で用い られるこ

ととなった｡ ついで 1852年には, インド省

(indianOfhce)のロス ト博士 (Dr.R.Rost)

が, ビルマのダムマタッの一つを西欧人学者

に紹介 し, ヒンドゥー法との類似性を指摘 し

た｡71)さらにスパークス (MajorSparks)紘,

1860年にビルマ人の法律が効力を有する訴訟

に おいて, 英国人裁判官の ガイダンス と し

て,短い法典の形でダムマタッと既存の慣習

か ら集めた 『基本法規概要』を出版 し,72)こ

れ らのダムマタッをマヌ諸法 の ビルマ語訳

書73) と呼んだ｡ この法典 は リッター (H.M.

Litter)なる人物により註釈が付された｡その

数年後,仏教徒法の諸問題に活発な関心を抱

いたサンドフォー ド (Sandfbrd)元法務長官

の要請で,ManuVappan克,Manus昆raShwe

Myin,ManuReng,Vinicchaya Pak昆san王

などい くつかの重要なダムマタッが,当時の

ペグ-管区弁務官であったホ- レイス ･ブラ

ウン (Col.HoraceBrawne)の監督のもと,

ウ ･テ ッ･トオ (U Thetto)副郡長により編

集された｡ダムマタッに対する彼な りの評価

を示 した一連の判決に対 しては,サン ドフォ

ー ドに負 うところが大きい｡74)しか し, ダム

マタッが大きく脚光を浴び,それまであまり

活用されていなかった諸々のダムマタッが役

70)TheDhammathatorTheLawofMe7100.Tran-
slated by D.Richardsr}n (4th ed.). 1896.
Rangoon.

71)ChanToon,op.lit.,pp.i-2.
72)(1)Forchhammer.ThcノardincPn'ze:A71

Essav.p.2.
(2)MaungKyinSwi,oj)･lit.,p.173.

73)MaungKyinSwi,oP.lit.,p.173.
74)ChanToon,op.cit･,p･2.
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立て られるようになったのは,19世紀末葉,

下 ビルマの法務長官を していたジャーデ ィン

の時代以降である｡ダムマタッの多 くのテキ

ス トが貝葉書か ら次 々と印刷のうえ,刊行さ

れ,漸次, この分野の学問の穴が埋められて

い くことになった｡

2 テキス ト研究の刊行史

ダムマタッの諸々のテキス トの研究の奨励

に努力 したのは,前 に触 れ た ジャーデ ィン

である｡彼 はダムマタッの ヒンドゥー起源を

見極め,その類似性 と相異点を確認 し解説す

るという非常に新 しく,興味深いが,極めて

困難な分野の研究を鼓舞 した｡75) Vap･pan豆,

Manus昆ra ShweMyin,Manu Reng,Vi-

nicchayaPakathaniなどの ダムマタッ･テ

キス トを消化 し,その研究の奨励に努めた｡

ジャーデ インが初期のダムマタッがパー リ語

で書かれていることか ら,パー リ語に造詣の

深いフォーシャーマ-博士の助力を得て,初

期の ビ ルマ法文献 に接 近 を試み たことは既

に述べたとおりである｡彼は,またダムマタ

ッのヒンドゥー起源を見極めようとした最初

の人物で もあった｡彼 は,ダムマタッに関す

る本質的な情報を引き出すために,英語で書

かれることを条件 として ｢インド法の最初の

導入の時代か らペグーの英国支配の時代に至

るビルマ法の起源 と発展に関する｣一つのエ

ッセイに対 し, 1,000ル ピーという当時とし

ては多額の賞金を与えることとしたが, これ

が JardinePrizeEssayと呼ばれるものであ

る｡76) この賞金は結局,フォーシャーマ一に

贈 られることとなった｡この懸賞論文の主題

75)(1)M.T.Gywe.1919.AConPl'cto.FAuthority

inBudd.るi∫tLa･LL･.Vol.Ⅰ,Mandalay,p.

(2)
76)(1)

(2)

ⅩⅩⅤⅠ.

ChanToon,oP.tit.,p･3.
Loc.lit.

M.T.Gywe,oP.liz.,Introductionおよび

p.XXVI参周.
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は, ビルマの歴史のみな らず,文学,法律お

よびパー リ語な らびに姉妹語たるサ ンスク リ

ット語 に至 る綿密な知識を必要 とす るもので,

極 めて困難な ものであった｡ これ らの資質が

フォー シャーマ一に備わ っていた ということ

になる｡ジャーデ ィンの主な業績 は,彼の著

Noteson BuddhistLaw77)(小冊子全 8冊)

である｡当時仏教徒法なるものが混沌 として,

暖昧で定着 していなか ったため,78) これ らす

べてが裁判所への重要な指針 とな り,また,

枢密院 (PrivyCouncil)議員 により, ビルマ

法の主要な権威 として認め られたが ｢とりわ

け,婚 姻 と離 婚 の 法 に関 しての完壁な宝庫

(StoreHouse)であり,傑 出 した 権 威 であ

る｣79)といわれた｡ この Notesの中で,ジャ

ーデ ィンは,ダムマタッ相互間の相反す る部

分を調和 させ る努力を行い,具体的に都訳 し,

代表的 トピックスにはコメン トを付 した｡

他方, ジャーデ ィンを助 けて ビルマ法の歴

史研究の草分 けとな ったフォー シャーマ-の

業績については, ファー-ヴ ァルを して ｢ク

ライ ン人および ビルマ人によって過去 5世紀

の間に編某 された法典 にこれほどの光が投げ

かけ られたのは初 めてである｡ この最初の試

みが一つの見事な手腕 によりなされた ことを

われわれは告白 しなければな らない｡ ビルマ

とヒン ドゥーのダムマタッの類似性が可能な

限 り明白に確立 された｣80)といわせている｡

その後のダムマタ ッに関す る研究 は,主 と

77)Jardine.1882-83.NotesonBudd'をオ∫tZJa7LJby

TheJudicialCommissionerBritish】∋urma,Vol.

トⅤ丁ⅠⅠ.rVol.Ⅰ,Marria･ge;Vol.Ⅰ]｢,Marriage;

Vo!.HT,Marrlage;Vol.IV,Mamageand

Tlivorce;Vol.V,Inheritanceand Partition;

Vol.VI,InheritanceandPartition;Vol.VII,
InheTitanceandPartition;Vol.ⅤⅠⅠⅠ,Marriage

andDivorce)

78)M.T.Gywe,oP.lit.,Jntroduction および p.
XXVl.

79))bid.,p.XXIV.

80)ChanToon,･op･Cit･,p･4･

してジャーデ ィンやフォー シャーマ-の理論

を基礎 として展開されて きたとい って も過言

ではない｡ジャーデ ィンやフォーシャーマ-

と同時代 には Rev.Dr.A.Fuehrerがいる｡

彼 は1882年 に ManusaraDhammathatに関

す る論文を RoyalAsiaticSocietyのボンベイ

支部 ジャーナルに発 表 した81)が, その中で

ビ ルマの M anus昆ra とヒン ドゥー Manu-

dharma孟昆straの 問 の興 味 深 い 類 似 性を指

摘 しつつ82)ダムマタ ッの ヒン ドゥー 起 源 説

を提唱 した｡さ らにダムマタ ッの編者が ヒン

ドゥー ･マヌ法典のみな らず,Yajfiavalkya,

Narada,Brihaspatiおよび Katyayanaなど

の法典を 使用 した ことに言及,83)同様の見解

がサ ンスク リッ ト語学者 ジュ リアス ･ジョリ

イ (JuliusJolly)教授 に よって も示 されてい

る｡84)また, ほぼ同時代 には, ウ ･チ ャン ･

トゥ- ン (U Ch礼n Toon)85)ウ ･メイ ･オウ

ン(U MayOung)86)ウ ･タ ･ジュェ (U Tha

Gywe)87)さ らにやや時代が下 って,1900年代

81)Rev.Dr.A.Fuehrer.1883･"Manusaradham-

masatthanl,the onlv oneexisting liuddhist

law book,compared with theI∋rahmanical

Manavadharmasatram," JoumaZ Bombay

BranchoftheRoya/A∫iaticSociety,Vol･ⅩⅤ,
p.371.

82)Forchhammer.The./ardinePriJl-e:AnE∫∫qJノ･

p.2.

83)MaungKyin Swi,optcit･,p･174･

84)(1)J.Jolly.1885."Out一ineofanHistolYOf
HinduLawofPartition,Inheritanceand

AdoptlOn,"TagoreLawI-ecture,Calcutta･

(2)MaungKyinSwi,oP.lit.,p･175･
85)ChanToon.1894.ThePrinc･LiZeofBuddhi∫t

IJaTLJ.Rangoon.

86)U MayOung.1914.A SeZec/ioni,,iLeading
Ca∫e∫on Buddhi∫tLaw zLJtth D3'S∫erZation∫.

Rangoon.

87)(1)M.T.Gywel19101ATreati∫eonBuddhZ'∫t

Z.aw.Vol.ⅠⅠ,Mandalay.

(2)M.T.Gywe.A Con.Hz■ctofAldhoriぞvin

Buddhz■∫tLafL･. Vol.I(1919),Vol.II

(1920),Mandalay.
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前半には, ラヒリ(S.C.Lahiri)88)ウ ･エイ

･マウン (U E Maung)89)および ムー サ ム

(0.H.Mootham)90)などラングーン高等裁判

所弁護士が各 々, ビルマ仏 教 徒 法 に 関する

著書を出版 している｡ このほか, ラングー ン

大学法学部教授アーサー ･エッガ- (Arthur

Eggar)が インドおよび ビルマの法律に関す

る著書を刊行 している｡91)1940年 には既述の

とお り, ファーニヴ ァルが HManu in Bur一

ma"と題する論文を発表 し,ダムマタ ッに関

する研究が ｢(フォーシャーマ-)以降何 もな

されていない｡フォーシャーマ-は,いまな

お近代科学的批判の光を当てて ビルマの法文

献学の調査を試みた唯一人の学者 として存在

する｣92)と述べ, フォーシャーマ-の業績を

認めている｡さらに｢彼の見解が‖PaliLiter-

atureofBurma"におけるボー ド(M.Bode)

の研究および "HistoryofBurma"における

ハ-ベイ(G･E･Harvey)に受 け容れ られ,一

つの大 きなサークル-達 した｣93)意義を認め,

他方でフォーシャーマ-の理論に対 し批判的

再検討を加え ｢誰かビルマ入学者が (ダムマ

タ ッ)テキス トの批判的再検討をいまこそ行

うべき時である｡そのような再検討は,単に

ビルマにおける法律の歴史のみな らず,その

社会の歴史を明 らかにすることに役立つであ

ろう｣94)と述べている｡

戦 後 の ダ ム
マ タ ッ研 究

戦 後 に お け るダムマタッ

の研究についてはフランス

の礁学 レェンガ(R･Lingat)

88)Lahiri･1957･Princtj)le∫of Modern B〟rme∫e
BuddhisII.aTLJ.Calcutta.

89)UEMaung.1937.Burme∫CBuddhistLau ･.

Rangoon.

90)Mootham.1939. Burme∫c Buddh'Jt ZJaW .

London.

91)ArthurEggar.1929.TheI.aw∫a/Indiaand
Burma.Calcutta.

92)Furnivall.1940.日ManuinBurma:SomeBur-
meseDhammathats,"I.B.a.S.,Rangoon.

93)Furnivall,oP.cit.,p.351.

94)Zh'd.,p.370.
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が1949年に行な ったビルマとタイのダムマタ

ッに関する講演を挙げることができる｡95)レ

ェンガ博士 はビルマのダムマタッが宗教的支

持を得た完全な民事あるいは世俗法典である

と した｡96)また, 1950年, ラングーン大学の

学長であったティン ･アウン博士 (Dr.Hting

Åung) は同大学法学部の学生に対 して 行な

った講義の中で, ビ ルマ法のインド起源 とい

うオーソ ドックスな理論を批判 し,学生のみ

な らず, ビルマ法およびビルマ史の多 くの学

者 に大きな衝撃を与えた｡ この説 はビ ルマ人

法律家 り ･エイ ･マウン (当時最高裁判事)

が1951年 に行なった一連の講義97)によって

支持された｡ティン ･アウンは ｢今 日, もち

ろん,私の理論 は,一般的に受 け容れ られ,

もはや異端者的,かつ こじつけの ものとは考●●●●

え られな くなった｣98)と述べているo他方,

ウ ･エイ ･マウンは1937年の著書にその後の

研究を加味 して,新たに BurmeseBuddhist

Lawを著わ した｡99)既述のとお り,1955年 に

6!Qつ?30つ33つ03甲 20C3 (BurmeseBud-

dhistLaw) を著わ したり ･ミヤ ･セインは

その第 4版で この表題の不適切に気付 き, ウ

･タ ･ジュ工, ウ ･メイ ･オウン,エイ ･マ

ウン博士,マウン ･マウン博士をはじめとす

る法学者 もまたそれぞれの著書において同様

のことを指摘 しているとして, これを 齢 Oっ

QGC?a?:03S:20C3 (Burmese Customary
O

95)これは,R.Lingat.1950."Evollltion ofthe

Conception ofLaw in Burmaa.nd Siam."

Jour7Ztd of theSiam Socz'ety,Vol.38,pt.1,
Rangoon,pp.4-31として収録されている｡

96)Lingat,op.liz.,p.14･
UHlaAung,′少.citリP.33でも触れられている(

97)EMaung･1951･TheExPan∫Z■onof Burme∫e

Law lbeing A SeriesofLectureI)elivered).

Rangoon.

98)HtinÅung,oP.tit.,Preface.
99)FJMaung.1970.(Prefaceto)Burme∫CBuddki'sI

Law.Rangoon.
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Law) と改名 している｡100) マウン ･マウン

博士 (Dr･MaungMaung)は,かつて最高裁

判所長官を務め,現ネ ･ウィン政権部内きっ

ての法学者でかつ国家評議会メンバーとして

代表的政治家の一人で もある｡同博士はビル

マに関する多 くの著書,論文の中で,ビルマ

の法律 と慣習を扱 っている｡101)この ほ か,

ウ ･フラ ･アウン (U HlaÅung)102) マウ

ン ･チイン ･スウイ (MaungX.yinSwi)103)

などラングーン文理科大学法学部教授やり ･

ア ウ ン ･タ ン ･トゥン (U Aung Than

Tun)104) ウ ･テェイン ･アウン (U Thein

Åung)105) ウ ･ミエン ･アウン (U Myint

Åung) ウ ･タン ･アウン (UThanÅung)

など最高裁判所弁護士などの法学者 もまた,

ダムマタッない し慣習法を扱 った著書や論文

を発表 している｡なお,歴史学者やパー リ語

学者などの中にも,ダムマタッに触れた論文

を若干発表 している人がいる｡106)

3 現代 ビルマにおける研究

現代におけるダムマタッに関するビルマ内

外での研究は,英国統治下におけるそれに比

較すれば,成文法の時代を反映 してか全般的

に低調であるといえよう｡ しか し,外国人に

よる研究が極めて低調である反面 , ビルマ人

による研究は,大学法学部や裁判所関係者を

中心に漸進 しているといえよう｡

100)UMyaSein,op.tit.,p.iiおよび同Dr.Maung

Maungによる序文｡
101)MaungMaung.1963.Law andrCu∫tom z'n

Bur7naandtheBurme∫LeFami/y.Theftague.

102)U HlaÅung.1966."CodeVersu･sCustom in

theDevelopmentofBurmesei,aw,"I.B.a.S"
Rangoon･

103)MaungXyinSwi.1965.TheJudiciaZSy∫zfm

intheKl'ngdo"i0fBurma.

104)AungThanTun.1961."ThefミurmeseCus-
tomarvLaw,"TheGuardian.

105)呂…益 Gの｡8.1975. 2OG3Gq:GP336｡

6っ.

い ま も生 き
る慣 習 法 典

既 に述 べ た とおり,ダム

マタッは,19世紀末葉に至

る王朝時代のビルマ社会に

あっては唯一絶対の典拠であったが,今 日で

は次第に現代的社会慣習や判例などに取 って

替わ られつつある｡107)しか し,今日でも ｢裁

判所は,訴訟事件の裁判を拒絶するわけには

いかないし,現在の慣習が,その解決に対 し

て何 らの手引ともな らない場合には,やはり

古来の慣習法典に依拠せねばな らない｣108)の

である｡ すなわちり ･フラ ･アウンが述べて

いるとおり ｢現代では,時代に合 ったダムマ

タッに含まれていた規則のほとんどが最高裁

判所で英国人およびビルマ人裁判官によって

行われたいく百の判決の中 に見 出 され る｡

これ らの法規によって,ダムマタッの黄金時

代は終 り,CaseLaw の時代がビルマにも明

けたように思われる｡ しか し,裁判所による

最近の裁判では,いまなおビルマの慣習法の

諸問題を扱 ううえで,ダムマタッが折に触れ

参照されている｣109)のである｡ ことに婚姻,

106)例えば

(1)C31cS∽つCLj亭:cP手芸･1960･ =齢 Oっ

6貞率 別SGq:G338｡｡｡｡9〇?｡｡C8,,,
∽巨GO昭 のつG①つ892CaPL329CS(G),
Rangoon.

(1ト d0-,1960･"?aGaCS∽cp:己UGS,"

∴二∴~ -ll.-二･‥.::㌧了--.ml.∴′

cyaPCS｣･Rangoon･

(3)GO71S｡83･19691"O33jつ｡C8訂8鮎 っ3

518(3?GlSGやつ8)cocSo3CB∽cp:8qS

Gq:,"Rangoon･

(4)cB亭3卵 ･1970-1971･"C2つ861S3GaCS

∽GP:8qEG隼 "8gっ幸S朝∽招CScS
o?cS:,pp･265-268･

107)大野 徹,『前掲雪』p.74･

108)Mootham,ojb.lit.,p.7.邦訳は満鉄東亜経済

調査局刊によった｡

109)HlaÅung,op･rl't.,pP.35-36･
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離婚,相続,分与などのいわゆる家族法に関

しては,ダムマタッは依然として最終的な法

の拠 り所 として,裁判所の判決において も大

いに活用されている｡婚姻法を中心にこれ ら

家族法に関する論文が種々発表されているの

もこうした事情の反映であろう.110)

1962年 3月成立 した現ネ ･ウィン政権は,

12年間におよぶ軍政時代に終止符を打ち,74

年 3月,民政移管にふみ切 り ｢ビルマ連邦社

会主義共和国憲法｣のもとに法治国家として,

ビルマ式社会主義社会の建設を目指 して再 出

発 した｡ビルマは ｢ビルマ式社会主義｣実践

のため,人民に対 し上か らの指導によるイデ

オロギー教育の徹底 と愛国心の高揚に努めて

いる｡従 って現在のビルマにおける法学研究

も当然のことなが ら ｢ビルマ式社会主義｣路

線に沿った ものといって も過言ではない｡す

なわち,現代 ビルマにおける法学研究は,覗

代 ビルマの政治体制を抜きにしては語れない

のである｡そこで最後にこのような政治体制

下にあるビルマにおいて, ビルマの法制史な

らびに法思想史に重要な役割を果た してきた

ダムマタッに対するビルマ人研究者の関心の

所在について触れておきたい｡

現代 ビルマにおけるダムマタッに関す る研

究者の関心ない し研究の特徴は次の 3項 目,

すなわち 1)ダムマタッの イン ド起源説 とそ

れに対する批判, 2)ダムマタッを中 心 とす

るビルマの伝統的慣習法重視の姿勢,な らび

に 3),慣習法 は法であるとの立場に分類する

ことができる｡

1)については既に述べたとお り,古 くはジ

110)例えば

(1)Thaung B】ackmore.1961. Hold-Style

Marriagein Modern Burma,HEastern

Hor3'･gOnJWonth/vRevieでe･,Vol.1,No.10,

pp.26-29.

(2)UTin.''MarriageCustomsoftheBurmese

UpperClasses,"I.B･R.S.,Vol.XII,pt.

III,pp.133-139.
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ヤーデ ィンやフォーシャーマ-の時代以来,

主 として欧州人やインド人研究者がダムマタ

ッのインド起源説を提唱 してきたのに対 し,

大方のビルマ人研究者は｢ダムマタッは,ヒン

ドゥー ･ダルマシャース トラか らのものでは

な く, ビルマの慣習を もとに, ビルマ入学者

によって編纂された｣111)と主張 している｡2)

については ｢人民による法治あるいは人民司

法行政システムを確立すべ く努力 している現

荏,われわれは,われわれ ビ ルマの法 システ

ムを形成 している道徳原理を見失ってはな ら

ない｡…… ビルマ人は裁判所に行 くことが嫌

いであり,争いごとは和解や仲裁で解決する

ことを好む｣112)という法学者 り ･アウン ･タ

ン ･トゥンの考え方の中に集約されている｡

さらに,3)については ｢慣習は本来の意味に

おいて法ではな く,純然たる道徳である｡慣

習は,それが裁判所によりそのまま採用され

た り,またそれに基づいて作 られた法的決定

が国権によって利用されるとき (初めて)純

然たる法 に変質せ しめ られる｣113)とするジョ

ン･オースティン (JohnAustin)の見解に対

し, ｢慣習は, それが裁判所によって実施さ

れるまでは,法でないとする考え方は,法過

程における肝要な問題を暖味にする｡そのよ

うな考え方は,人類学者たちによって も否定

されている｣114)としてオースティン説を批判

している｡また,ウ ･フラ ･アウンはVienna

学派の創始者ケルゼ ン(HansKelsen)の ｢慣

習法の規則と成文法の規則 との間には,何 ら

111)1974年 4月,ラングーン文理科大学で行われ
た研究討論会 (ResearchCongress)でのビルマ
慣習法に関するシンポジウムで法学者 Dr.UE

Maungが発表したもので,その席上,U Than

Aungおよび U MyaSeinの二人の法学者が
U EMaungの説を支持している｡

112)ÅungThanTun.1972."MoralPrinciplesin

BurmeseI.aw,"Tu Guardian,August7th.

113)HlaÅung,op.ciz.,p.38.
114)Lo(.lit.
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の差異 もない｣ との説を引用 し ｢慣習は,そ

れが法である証明を受 ける以前 に法であった｡

それは,慣習が立法 と同 じ意味 において法創

作手続であるか らである｣115)と述べ, さ らに

ケルゼ ンの ｢慣習 と成文法 との本当の相異 は,

前者 が非中央集権的であるのに対 し,後者が

中央集権的法創作である事実に存す る｡慣習

お わ

現代 は成文法の時代であ り, もはや英国統

治時代のダムマタ ッ研究 に対す る情熱や関心

は蒲れ,全般的にビルマ内外における研究そ

の ものがやや低調な感 じが しないで もない｡

しか し, ビルマ史(あるいは時にビルマ文学)

研究 にとって,ダムマタ ッは,現代において

も極めて貴重な資料であり, ことに法制史な

らびに法思想史の両側面か らの研究が一層深

め られることが望まれる｡ 幸い最近,アジア

の慣習法 に対す る関心がわが国を含め,各国

で高ま りつつあることは喜ば しい ｡,この見地

か ら,拙稿がわが国におけるビルマのダムマ

115)I-oc.ciz･

116)Lot.liz.

参 考 文

Ⅰ.ダムマタッ･テキス トの刊行物および英訳

The1)hammalhatorTheI-aw ofMc7iOO･
Translated from BurmesebvD.Richardson.

1847(1S亡ed.),1896(4thed.).Rangoon.

(-ManugyeDhamma/hatのビルマ語刊行本およ

び英訳)

0号OqCSQ933CS･1903･Rangoon･

(J14anugγeDhammathatのビルマ語刊行本)

準 …のつ芸当 GPeつ.1870･準 …oつ堅 GPCつ09

∞cS(GarT)O∽つGPC33CS酔 .Rangoon･

(KaingzaManuyaza著,KaingzaManu,γayaza-

1hatと呼ばれる j14ahaya.6athatKJViビルマ語

法 は,その目的のために設 け られた特別の機

関によって創 られた法 に従 い,個人により創

作 された ものである｣ との立場を支持 し,従

って ｢一つの立法府が慣習を法 として承認す

る ことの問題 は起 こらない｣116)と結論づけて

いる｡

り に

タ ッ研究を促進す るうえで一助となれば幸い

である｡ただ筆者 白身,本研究 に取 り組んで

日が浅 く,また資料の極端な不足のために,

ごく初歩的な解説の域を出なか った ことは残

念であるが,今後一層の研頚を積んで行 きた

い所存である｡

なお,末筆なが ら,本稿を執筆するに当た

り,不断の激励 と懇切な御指導をいただいた

京都大学東南アジア研究セ ンター石井米雄教

授な らびに資料 の収集 に協力を惜 しまれなか

った在 ラングーン東京外国語大学 アジア ･ア

フ リカ言語 ･文化研究所薮司郎講師,在 ラン

グー ン日本国大使館伊原浩一書記官および ビ

ルマ人関係各位に深甚なる謝意を表 したいO

献 (*印は未見)

刊行本)

準 :oつ…O叩 CつGCgつCS車 ･1900･O∽つ甲e

33CS西:.Rangoon･

( 同 上 )

GOつ6∽cjSoR∽重唱cSDD盛O的 Eoo｡933CS.
1900. Rangoon.

(MaungThettoo編,Ma71り′i71Dhammathat)

*｡〔詔Q台GOq ScoEG61:COつ803CBoR∽ 貞 哨 cS

∞貞･1878･ oSo那 つ0933CS･Rangoon･

(Vappana DhammaKyaw Iltin著,Maung

Thettoo編,Ma71uVaクワa71房Dhammathaz.1898
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に HoraceBrown大佐により刊行)

*o〔沿09ccJaScogGq:GQつ8∽cBⅦ∞盛 沌 cS

二∴二:･0㌢二こ斗こ_十｣:.ミ二･･.-LL-･
(間上著,編による_Manu∫a-raShweA4yiw,Dha-

mmathat刊行本｡UChanToon著,ThePrin･

CかIe∫ofBuddh'∫tLauJ.1894.Rangoonに重要

部分収録)

｡苗QeG扉 006GqgGつQSo3doacD重唱cS33盛･

1879･ 8宇島O30(つつ33等0台DjCS･Rangoon･

(間上著,編によるWz:nit∫aPahataniDhamma-

1hatの刊行本)

*Buddh'∫tlaw beingacollection ofportionsof

severalDhammathats(TextinEnglishl.1891.

Rangoon.

Kz'71g Wagaru's Manu Dhammasazzham Text.

Translation& Notes.1892.Rangoon.

O甲 曽33か aTo甲 933CSc7mS冨･1934lRangoon･

(同上｡Text,TranslationandNotes.1963年に

再版されている)

33曾∽28G盈3宰0台DjCB判 S(GarT)6iQつ00甲
coS:0933CF,qLS･1892･ Rangoon･

(W.D.C.Ireland編,ビルマ語刊行本)

*m8言｡亭O8:団率 cmつ8…･1899･車重G酢cf;

GのつEcao933CS陸:JCB.Rangoon･

(キンウン･ミンヂ一編,36のダムマクッ2巻)

Tran∫Zaiio710fA Dzie∫tofZheBurme∫eBuddhi∫t

Zaw concerning inheritance and Marreage;

bcing a Collectionof rex/∫from Thirty-∫ix

Dhammathat∫ bv U Gaung,Ex-K]'nwun

Mingyi.1902(Vol.Ⅰ,Inheritance),1909(Vol.

ⅠⅠ,Marriage).Rangoon.

(上記キンウン･ミンヂ-の36のダムマタッの

英訳)

0品 ｡亭QE唱 車 Gm16:･1899･dBS覚∂亭:09

33CS｡qEt唱 399-GOつEc岳･Rangoon･

(キンウン･ミンヂ一編, 34のダムマタッ)

mS:｡亭6,8唱 車 Gmつ8g･1899･ SBq35GaU

o∈耶つ07jSg･Rangoon･

(キンウン･ミンデー著,Atta∫anhhePa Va叩a-

naDhammathatビルマ語原文)

mE…｡亭ob唱 …呂:Gmつ8….1963･ 92235GaU

o〔那 つ071S:･Rangoon･
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(上記と同 じ内容のもの｡ ビルマ語刊行本およ

び英訳)

oiO那 つ33G営3亭30933CS33CqGのつCB･1921･

Mandalay.

(Manuyaクワ房naam wekanDhammathatの概要

書)

Ⅱ･ビヤットン (6cS車 phyathtoon裁判記録)

61あ8cSGC7qS008･1965･Gqの田寺GO356cS車･
Rangoon.

(Yantanleik kyaw din. Ye∫卿 ′O Kondaw

luvaihloonの刊行本)

甲 皆のつ絹cS車.1962･ Rangoon･

(Th〟dhamma∫ariPhyatAtoonの刊行本)

Ⅱ.判 例 集 (Rulings)

UpperBurmaRulings Lower

(1892-1922)

Burm aRulings

(1901-22)

1892-1896(Vol.Ⅰ良ⅠⅠ)*Vol.トVol.ⅠⅤ(1901-08)

1897-1901(γol.i良ⅠⅠ) Vol.Ⅴ(1909-10)

1902-1903(Vol.Ⅰ&ⅠⅠ) Vol.ⅤⅠ(1911-12)

190411906(Vol.I&ⅠⅠ) Vol.VII(1913-14)

1907-1909(Vol.Ⅰ&II) Vol.VIII(1915-16)

*1910-1913 Vol.ⅠⅩ(1917-18)

1914-1916 Vol.Xr1919-20)

1921-1922 Vol.XI(1921-22)

∽∞議6ioっ写8a8q8車qJ" C32つ議齢 Qつ

等Sa8qS車 『つ三･

(上記のビルマ語訳｡ TranslationoftheUzper

& LowerBurmaRuZings)

JamesHlaKyaw･1894･ TransZatio7tOfCiyiZ&

CriminaZRuZi7tg∫.

Ⅳ.判 決 集 (Judgements)

SelectedJudgemcnt∫andRuZings,)_OでuerBurma

(187211892).1907. Rangoon.

PrintcdJudgements(1893-1900).

Ⅴ.法 規 要 録 (Digest)

HerbertFrancisDunkley･1928･ADlie∫tofBurma

HuZtngs1872-1922. Rangoon.

-dO-,1923-1937.1941.Rangoon.

*-d0-,1937-1941.Rangoon.

S･S･HalKarl1928･A dl'ge∫tOfCz'viZRuZing∫of

BurmalnCZudl'72gCaSe∫reportedinallojPciaZ&

non-QgciaZrcPort∫,1872101927(3rd ed.1.
丸Iadras.

*一d0-,1909･Dな'estoft･kecl'm'Zca∫e∫a/Burma.
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*-d0-,1910.Dzie∫tJfRuZi72g∫ィ Burma･

*-d0-,1913.Dなe∫lofthepriり′CouncilR〟Zings,
1811-1913.

U PoTha.1960.Dなe∫lofBurmaRuZing∫(CimlZ

& Crz'minaZ)1937-1955.Rangoon.

ArthurEggar.1962･Dige∫toftheGop-lmen/ Of
BurmaA{t･Rangoon.

Ⅵ.法律レポー ト,年幸臥 ジャーナルおよびマニュ

アルはか

1. Law Reports

IndZ'anJJa･ZURcport∫(RangoonSeries).Vol.Ⅰ(1923),
Vol.ⅠⅠ(19241,Vol.ⅠIT(1925),Vol.ⅠⅤ(1926).
Vol.Ⅴ(1927),Vul.ⅤⅠ〔1928),Vol.ⅤⅠⅠ(1929),

Vol.VIIt(1930),Vol.IX(1931),Vol.X(1932),

Vol.XI(1933),VoLXII(1934),Vol.XIII

(1935),Vol.XIV(1936),Vol.XV(1937).

*ALS.ab町ZsBurma･I-au,Repor/S.Vol.トVol.XIV

(1895-1908).

Ran..roomLau･Repoyls.1937,1938,1939,1940,1941,

1942,1943,1944.1945,1946,1947.

2. Ⅰ.awTimes

BurmaLa･zLITZme∫.1907-1920.Vol.Ⅰ--ⅩⅠⅠⅠ.

3. LawJourna一s

BurmaLaw.Journal-T･1921-1927･
4. Manual

TheBurmaC〟urt∫ManulI/.n.d.

TheL.JwerBurmaCourt.). ⊥Wanua7.19()7.

Ⅶ.研究書および論文 (主としてビルマのダムマタ

ッを扱ったものに限定 した)

1. 邦 文

0.H.ムーサム 昭和17年 『ビルマ仏教徒と慣習法』

満鉄東亜経済調査局｡

田辺繁子訳 昭和29年 『マヌ法典』岩波文庫,東

京 ｡

大野 徹 1964 ｢ビルマ語文献解題｣ 『アジア ･

アフリカ文献調査報告書』第75冊 (言語 ･宗教

10),アジア ･アフリカ文献調査委員会｡

- 1972 『ビルマの社会と経済』 〔アジアを見る

目43〕アジア経済研究所｡

- 1972 ｢コンパウン時代のビルマの判例｣ 『東

南アジアー歴史 と文化』2,東南アジア史学会.

大阪外国語大学ビルマ語研究室編 1968 ｢ビルマ

研究資料 (6)- ビルマの慣習法と成文法｣『ビ

ルマ研究』Ⅴ.
E･マウン著,伊藤正己,鈴木喜久江訳,宮崎孝治

郎編 1976 ｢ビルマ婚姻 ･離婚法｣『新比較婚

姻法Ⅷ一東南アジア (4)』東京｡

2. ビルマ文

･つGU8Oっ!.1955･ 齢O?聖CS年刊S:cga兎 ｣･

Rangoon,p.112.

-d0-,1963･齢 O?聖CSや｡潅 93Cao･pp･4251
426.

(サーベイベイマン発行, ビルマ百科全書, マ

ヌヂェ ･ダムマタッおよび同編者の解説)

こ浦 oja,008言のつCqcSc8800議.1925･73CDつCuつ

0台CLjCS20C3COC5率 Rangoon･

(仏教徒のダムマタッ･- ンドブック)

呂…Gn訴･1922･corf;虫20C300亭32等･Rangoon･

(ウ一 ･チョウ著,『法律- ンドブック』)

耶3CPGO刊S･1903･ 0台Ci,CSGQ32亭:?&つ

32G鮎 S00甲9つ洞LS｡亭酔手S①01LS5lCS

cBCSG∞SEjcS中 手SGのつEcB･Rangoon･

(ダムマタッ関係問題および解答集など)

等cSu埠 195211953･HQ寺OqC8,,,q亭o?亭00招CScS

20G39aCDg…きSco盛のつGのつ8,Rangoon･

(ラングーン大学法学会年報｡ ボ ･バー ･コ-

寄稿｡マヌヂェ ･ダムマタッに関するもの)

eoっ8⊂膏S堀8.1925･齢Oっ73∽ つ33つ2OG〇･
Rangoon.

(MaungHtunMyaing著,『ビルマ仏教徒法』)

呂:G32:GOつ8･1956-1957. 日?cbⅦcScSGCDつ

GSl捕手Qつ2OG3耶 言,"61亭o?亭03招CScS20
G332338…幸Scoか っGOつ8, Rangoon,pp･
20131.

(ラングーン大学法学会年報掲載, ウ ･エイ ･

マウンの寄稿)

呂絹8亭･1966･ 6 亭Oっ73∽ つ33つ00 甲 20:3
(3rded.).Rangoon.

(ウ･ミヤ ･セイン著,『ビルマ仏教徒法』)

-d0-,1970･ 6 亭QつOG⊂西 …00S…2OG3(5th
ed.).

(同上書を改訂 したビルマ慣習法)

og…陸 …Q∽つ⊂粥 GC明『･1905･8⊆mcS9年のっ

00S:.Rangoon.

(4人のビルマ入学者によって刊行された｡ マ
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ハ一 ･ティ))･ゼ-ヤ ドゥー編,PitahLltTh0-72-

boonSadan)

08唱 冨Q∽つ⊂粥 GC刊甘 1956･8EmCS再
のつ00 Sg.Rangoon.

(マ-一 ･ティリ･ゼ-ヤ ドゥ一編, Pitahal

Th5nboonSadanと呼ばれるビルマ文献史書)

呂:GOGQつS008･1965･齢 Oっ①つGO｡⊃弓S:･pp･
239-241.

(ウ･ペイ ･マウン･ティン著,ビルマ文学史,

マヌヂェ ･ダムマタッの解説)

UThaTin.1921.BuddhistLaw.

呂…C3∋つScD$SCPfS･1968･ cv華 …32等∞GP:

2OG〇･

(ウ･アウン･タン･トゥン著 『みんなのた め

の法律書』)

d 0-,1968･齢 OっoE:ⅦつgO3GP:8q8GGl:.

(ビルマ諸王時代の法律に関する解説書)

-d0-,1968･=6亭Qつ0台∞CSqっ…苗32きS∞つ勺,"

齢 Oっ写863?GO333やGSがG云…岳のつ00 亭3耶 …

93(7m§…,P･116･
(ビルマ研究討論会発表論文要旨集収録の ｢ビ

ルマのダムマタッの本質｣と題する論文要旨)

呂…GDi:cg亭冨･1965･ Hm80⊃C72CV,8O写," ∽8

cocBm車 oqS冨CB,Rangoon･

(ウ･サン･トゥン編,ティリ･マ-一 ･ゼ～ヤ

ドゥ-著の一種の文献史書 Kawi 7-ahhhana

DiPani)

呂333つ∞S･1921･ 73CDつ∞ つQeCOCS00cp :･

Rangoon･

G31(五刀つ33亭:cg亭…･1960･=6亭Oっ6盛甲S別SGq:

e338〇｡｡｡9つ?｡｡C8,"W巨GCW 算0つGのつ6,

Vol.ⅠⅠⅠ,pt.6,Rangoon.

(タン･トゥン博士の論文,1000-1300のビルマ

の行政を扱ったもの)

-d0-,1963･=?aGaCS∞甲 2OG3,"6盛GCOつS

?oj§G(W安のつGのつ6,vol･ⅠⅤ･pt･ii,Rangoon･

(同上論文 ｢パガン時代の法律｣)

GOつS｡卑･1961-1962･̀̀齢 OっG51:G∽つ630台CDCS

畔 ,''q亭望 亭∞招CScS2OG3323,6言争SocS

coか っGOつ6,pt･i,Rangoon,pp･24-26･
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(ラングーン大学法学会年報掲載, マウン･ダ

ヌ著 ｢ビルマの古代ダムマクッ｣)

呂…33GSP･1927･ 齢 Qつ00GPcoQ933tS･prome･

33rSS8coっ卵 ･1925･呂絹の齢Oっ∽つ33つCS.

6亭和 3∽つ∞つ0台CDCScDS･Mandalay･

(ウ ･フモー ･カによる S.C.IJahiri著,Prin-

cl>Zcq/'lWoder71Burme∫eBuddhZl∫tLaw のビ

ルマ語訳)

cpEjS･1961-1962･日嗣 Oっ写Sa幸S∽GP:己OGS,"

Gl亭cy?亭∽招CScSeOG332ajS:争SocScoか っ

Gのつ8,pt.i,pp.17-18.

coScoS:･1953-1954･HcBS飢8oQ曽CDCS,"q亭o?f

0392CScS20G333336…争S00か っGのつ6,

Rangoon.

(ラングーン大学法学会年報,Ein∫hinmaDha-

mmathat)

cBf:(那 .1970-1971･-GejつSqS:GaCS∽甲

861SGq害," 8gっ享S朝∽招CScSQ8CS:,
pp.265-268.
(ラングーン文理科大学雑誌掲載, テェイン･

フライン氏寄稿 ｢ニャウン･ヤン時代の法律｣)

GOつ8G33つ8g･196111962･=098Coつ3308CDCS ･-

61亭o?亭03招CScS20G392338…幸So⊂あcoか っ

Gのつ6,plJ.9-ll.

(ラングーン大学法学会年報掲載, マウン･タ

ウンの "DhammavilasaDhammatbat" に関す

る寄稿)

oIGQつCB呂冨CPG∽ つ8･ 1968･ ‥∽GPoo20G3今$
oScq§:盛齢 QつCSdb36800甲 ,"6亭Qつ等Ea

qG∽ 33予G⊆膏Ze云:白①つ∽ 亭…句つ3∽『 巨…,p･
131.

(ビルマ研究討論会発表論文要旨集収録の り･

フラ･アウンの ｢法に関するビルマ人の見方｣

と題するもの)

呂…C8S:C33つS･1955120C3Gq三甲336っ恥

Rangoon.

(ウ ･テェイン･アウン著,『各種の法律』)

日嗣 Qつ3?q8耶 …dqgCSGOjS幸eQ曽DDCS,"
61事｡?!00将軍cS2OG332336:争Scoか っ

GOつ8,1953-1954.
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(ラングーン大学法学会年報掲載,｢ビルマ諸王

の枢密院とダムマタッ｣)

61亭o?i｡/cD00招CScS20G302三つ91予.1975･

齢 OっoG⊂?CS:∽SooeuG〇･Vol･I,II･

(ラングーン文理科大学法学部編 『ビルマの慣

習法』)

eoっ885｡8…･1968･0号0933CS口癖…品2OG3

3De｡つつ∽甲:(Sacs(cS)92&(CS)C82OG3

亮33C2CS), 8gつきS朝 03招こ卑cS･qf望亭
20G391千･
(ラングーン文理科大学法学部 IJ上.B.学士号取

得のためのマヌ法典に関する論文)

GQつ8年3酪 19681 6C8cgcSC開 Ga⊂絹 foっ

写Sa表ojGP撤 16cc13(gall;(cS)33LS(cS)

C8eoG3盛coc2CB).
(同上｡英領ビルマ時代の法判決に関する論文)

oa6号8唱S:･1968･o?SG33つ8Ga(あojGP:8618

Gq…(DaCS(cS)32LS(cS)C82OG3惑33C2CB),

8gっ章毎報∞招CScS･q亭o?亭HeOG39つ千･
(同上｡ コンパウン王朝時代の法判決に関する

論文)

3. 欧 文 (注 :J.B.R.S.は .rour71aZofT lle

BurmaR.e∫ea〝hSociet),の略称)

HtinAung,U･1953･HCustomaryLawinBurma,H
BurmaAn/77'vcr∫aryNumber,Vol･ⅠIINo･2,
Rangoon,pp･61-67･

-d0-,1962.Burme∫cr_aw TaZe∫.Ⅰ.()ndon.

maAung,U･1965･HSomeAspectsofMarriage
underf主urmeseBuddhistLaw and Malal･an

Muslim Law,"I.B.a.S.,Vol.XLVIII,Ran･

goon,pp.ト15.

-d0-,1966."CodeversusCustom jntheDeveト

opmentofBurrneseLaw,"J.B.R.S.,Vol.49,
pt.ii,Rangoon,pp･163-172･

-d0-,1967."StateAndIJaW InContemporary

.SocialistLegalThought,"I.B,A.S,,Vo†.50,pt.

ii,Rangoon,pp･245-261.(T/zcGuardian,Feb.

1968,pp.3ト32にも掲載されている)

-d0-,1969."TheBurmeseConceptofLaw,"
J.a.R.S.,Vol.LIII,pt.iiJ.PP.27-41.(The

Guaydian,June1968,pp.38141;Ju一y1968,pp.

12-16にも掲載されている)

*Shweliaw,U.1955.TheOrな.i71andDe71･eZopment∫

ofBuy"le5･CLegalLiterature･London･

MabelHaynesBode.Ph.D.1965.ThePallLizer-

aturcofBurm a. PhotogTaPh]'creprintI)y the

BurmaResearchSociety,Rangoon.

*Kyaw Doom,U.1877.E∫sayO71TheSourCe∫&

07･なinOfBuddhistIau･.

*ArthurEggar,Sir.1929.TheI-aw∫ofhdiaand
Bu･rma.Calcutta.

*Forchhammer,Dr.1882.Hz'si71trOductoり′remar,そ∫

foJardt71e'∫ Note∫ 071Buddhi∫t I-aモe)ZIr.

Rango(-n･

-d0-,1885.TheJardinePrize:AnE∫∫ay.

Furnivall,∫.S.1939."TheFashioningoftheIJe-

viathan,"I.B.A.S.,γol.XXIX,pp.1-137.

-d0-,1940."ManuinBurma:SomeBurmese

Dhammathats,"I.B.R.S.,Vol.XXX,pt.ii,
Rangoon,pp.351-370.

M.T.Gywe,U.1910.(APrefaceto)A Treatiseo7Z

Buddh'∫t/_aw.Vol.ⅠⅠ,.Mandalay.

-d0-,1919.A ConPictofAuzJBorit)′inBuddh'∫t

I_aw.Vol.I,Mandalay.

-d0-,1920.-do-,Vol.ⅠⅠ,Mandalay.

*Gledhill,Alan.1960."BurmeseLawintheNine-

teenthCentury,"Ca･hier∫d'Hi∫loireMo71diaJe.

Vol.ⅤH,pp.172-194.

Hooker,M.B.1978.A Co72Ci∫eI-e3'aZHi∫toり′Of
South-Ed∫tA∫ia.0Ⅹford.

-d0-,1978."Thelndian-DerivedLaw Textsof

SoutheastAs ia,"ThcJournalofA∫tanStudie∫,
Vol.XXXVII,No.2,pp.20ト219.

BaHan,Maung.1952.A I-ebOaZHz'∫loryofIndzla

andBurma.Rangoon.

Jardine,John.1882-1883.Npte∫onBu,fdhi∫tLaw.

Rang()on･

*Khctarp告1,S･P･1968･"TheDebtofBurmese
JuriststoHinduLaw,"J alj･urLa･ZeJJournal,
Vol.VItI,I〕P.6-25.

MaungMaungKyi,U.1967.A New-4zProachto

Laa･andI-lieinBurma･

Lahiri,S･C.1957.Princ車Ie∫ofModernBurme∫e

Buddhi∫tlaw(6thed.).Calcutta.

Lingat,R.1949."TheBuddhistManuortheProp-

agationofHindu Law in Hinayanistlndo-

China,(atranslationoraFrench paperread

attheXXIstInternationalCongressofOriental-

ists,Paris,1948),"Annalsoft･ろeBhand-hay

OrientaZRe∫earchJn∫titute,Vol.XXX.
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-d0-,1950.HEvolutionoftheConceptionOfI.aw
inliurmaandSiam ralecturede一iveredbefわre

theSiam SocietyonWednesday,9th,March,
1949),"JournaloftheSiam Society,Vol･38,
pp.4-31.

*E Maung,U.1937.Burme∫eBuddh'sILaw,･

Rangoon･

-d0-,1951.TheExpo"∫iona.IBurme∫eLaw

(beingaseriesoflecturedeliveredl.Rangoon.

-d0-,1951.HInsolvencyJurisdiction in Early

fiurmeseLaw,"/.B.A.S.,γol.XXXIV,pf.1,
Rangoon,pp.1-6.

-d0-,1970.Burme∫eBuddh'∫tLaw.Rangoon.

Maung Maung,U.1963.Law and Cu∫lom Zln

BurmaandtheBurme∫eFam巧′.TheHague.

-d0-,1962."Lawyersand legaleducation in

Burma,"TAGGuardian,Rangoon (reprinted

from TheJnternail'onal& ComPara/iz･cI,aw

Quarierfy,London).

Mootham,0.H.1939.Buruze∫cBuddh2'∫tZJaW .

London.

MayOung,U.A Se/ectionofLeading Ca∫e∫on

Buddhi∫tLawwithDi∫∫erlation∫.pt.I,ⅠⅠ,ⅠII
(1914,1916and1919respectivelyl,Rangoon.

*JulesFriend-Pereira.1891. Burme∫eBuddhi∫t

I･aw.Rangoon.

*ThetPyo,Maung.1884.Cu∫zomaryLaw ofthe

Ch'nTribe.Text,Translation&Note･S.Rangoon.

Sangermano,Father.1966.TheBurme∫CEmAire-

A HundredI''earsAgo(5thed.).Translatedby

William Tondy,D.D.,Westminster,I･ondon.

*Sinha,C.1973."EvolutionoftheJudicialAdmin-

istrationinBritishBurma1826-1922,"Journal

120

oftheIndianLawIn∫zituze･

*Sparks,Major･1860･TheBurme∫eCode･Rangoon･

KyinSwi,Maung.1965.The./udiciaZSy∫teminike

Kz'ngdomofBurma.

-d0-,1966."TheOriginandDevelopmentofthe

J)hammathats,"i.B.a.S.,Vol.49,pt.2,Ran-

goon,pp.173-205･

ÅungThanTun,U.1961."TheliurmeseCustom･

ary Law,"Tu Guardz'an,Vol.VIII,No.7,
pp.14-16.

-d0-,1967."TheChinCustomaryI.aw,"7Ⅵβ

Guardian,Vol.XIV,No.4,Rangoon,pp.33-
34.

-d0-,1972."MoralPrinciplesinBurmeseLaw,"
ThcGuardian.

Thayer,P,W.1953."CustomaryLawinBurma,"
BurmaAnniversaryNumll,er.

ChanToon,U･1894･Th Princ少Ie∫ofBuddhi∫t

Law.Rangoon.

-do-,LeadingCa∫e∫.Vol.Ⅰ(1899),Vol.ⅠⅠ(1902),
Rangoon.

ShwayYoe･1963･TheBurman一一一Hi∫LlfcalZd

Notion∫(Chapterl･Ⅴ,JudicialAdministration).
NewYork.

*Fuehrer,Rev･.Dr.A.1883."Manusaradhammasat-

tham,theonly oneexisting I享uddhist Law

Book.ComparedwiththeBrahmanicalMana･

vadharmasatram,"JournalBombayBranchof

iheRoyalA∫iatiCSociety,Vol.XV.

Li∫tofMicrojiZm∫Depo∫itedillTheCentcrforBa∫t

A∫ianCulturalStudies･1976･Part8(Fur-a),
Tokvo.
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〔付表 1j (1) ラングーン大学中央図書館所蔵ダムマタッ関係良葉書 1)ス ト

蔵書番号

G:〇

(61

編

r一･:-:･JILミコL･L
Letwとth6ndara

66C2亭:5168coっDj
MyillgunShinvilasa

GUlか Sg(洞

Paukkanminpyanchi

I.i.｡‥-LL=-二L
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〔付表2〕 ダムマタッ研究略史年表

西暦年

1795

1800

1847

1852

1860

1870

1878-79

1882

容

英国人使節,サイムズがビルマのダムマタッとヒンドゥー ･マヌ法典の類似性を指描

英国人使節コックス,アルメニア人に対 し,SirWilliamJonesの Jn∫tizutcofManuのビルマ

語訳依頼

ThiriMah豆Zeyathii,Ka孔riLchkhaヴaDlj)ani編纂

イタリア人サンジェルマノ,貝葉書のダムマタッをラテン語に初めて翻訳

リチャー ドソン博士,マヌヂェ ･ダムマタッを英訳刊行

インド省のロス ト博士,ダムマタッの一つを西欧人学者に紹介 し,ヒンドゥー法との類似性を

指摘

スパークス,英国人裁判官のガイ ドブックとして,ダムマタッと既存の慣習から集めた 『基本

法規概要』(TheBurme∫cCode)を出版

KaingzaManり′ayaZathatと呼ばれるMahayazathatの刊行

ホ-レイス ･ブラウン (ペグ-管区弁務官)監修,ウ ･テッ･トオ副郡長の編集で Manり′in,

ManuVaクワalLa,ManusziraShweMyinおよび Vim'CchayaPah房∫an亨を刊行

AFt∫anbhcPaVaクワanaDham仇athat,キンウン･ミンヂ-が刊行

下ビルマの法務長官ジャーディン,ラングーン･カレッジのパー ])語教授フォーシャーマ-博

士の協力を得て Note∫onBuddhi∫tLaw を著わす

古来の諸々のダムマタッが,ジャーディンの時代以降注目を浴び,漸次刊行される

HSourcesandDevelopmentof】3urmeseBuddhistLaw"を発表 したフォーシャーマー博士に対

しT.hcJardinePrize:AnE∫∫ay として賞金1,000ル ピーが贈 られる

ミンドン王時代 の王宮図書館司書でのちのマイン･カイン侯,MingyiMah豆ThiriZeyathG,

PitahatDa･zL,Thamal'ngを編纂

Kz'ngWagaru'∫ManuDhamma∫attham のテキス ト,英訳および Notesの刊行

W･D･C･Ireland,339∽q8G&〇宇Q曾33CS と呼ばれる 齢Oっ∽ 甲 COS冨0933軸 LSを刊行
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容

1905

1909

1910

1914

1919-20

1925

1927

1929

1937

1939

1940

1949

1951

1952

1955

1961

1962

1963

1966

1968
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上ビルマの法務長官バージスの求めにより,キンウン･ミげ 一監修で, 率 3,CSG6っcB

G①つEcB6,933CS琶 …編纂

U ChanToon,Manu∫a-raShweMyZ'nの重要部分を英訳,著書 ThePrinc勿IcsofBuddh'sILau･

に収録

キンウン･ミげ -監修により,車 33CSG6っ議 GのつEc白09°,CS酔 編纂される

キンウン･ミげ -監修により,車 33CSGCOooGOつgc50台CDCS酔 編纂される

4人のビルマ入学者が MingyiMah豆ThiriZeyath正の PitaAatTh-nboon Sadan を Thu-

dhammawaddyPressから刊行

MabelHaymesBode女史, ThePall/-iteratureofBurmaを著わし, その中でフォーシャー

マ-博士のダムマタッに関する見解を披露

M･T,Gywe,A TreatiseonBuddh'∫tlaw(Vol.II)を著わす

U MayOung,A SC/cczio710fLeadingCa∫e∫071Buddhl'sILawwz'thDis∫erzatt072Sを著わす

M･T･Gywe,A ConGicta/AuthorityinBuddh-∫tI.a-Lu(Vol.I,II)を著わす

rT.E.Harvey,H2'sloryofBurmaを著わし,その中で,フォーシャーマ-博士のダムマタッに

関する見解を紹介

S･C･Lahiri,Pri71CZiZe∫ofML･dernBurme∫cBuddhistLaw を著わす

ThiriMah琵Zeyathtiの KawiI-ehhAaクaDzba71i刊行

ArthurEggar,TheLaw∫ofI72diaandBurmaを著わす

U F-Maung,Burmc∫cBuddh'sIZJaWを著わす

0.H.Mootham,Burme∫CBuddhi∫tI･aw を著わす

ファーニヴァル,"ManuinBurma"を著わ し,フォーシャーマ-理論を検討

R･I.ingatが,ビルマ とタイのダムマタッに関する Evolutionofthe('OnceptionofLaw in

BurmaandSiam と題する講演を行 う

U EMaungが行なった一連の講義の内容を 7カビ-Expan∫ionL才 Burmesc/_a抄 として収録

また,"∫nsolvencyJurisdictioninEarlyBurmeseLaw"なる小論発表

MaungBaロan,ALegalHl'Sゎry"I/ndiaandBurmaを著わす

U MyaSein,6亭Oっ73CDつCDつ∽ GP:2OC3 を著わす

UÅungThanTun,"TheBurmeseCustomaryI.aw"なる小論発表

U f･ItinÅung,Burme∫eLaαノTaZe∫を著わす

MaungMaung博士,LawandCu∫tom inBurmaandtheBurme∫cFanlilyを著わす

U HlaÅung,"CodeversusCustomintheDevelopmentofBurmeseLawHなる論文を発表

MaungKyinSwiが論文 "TheOriginandDevelopmentoftheDhammathats"を発表

U MyaSein,先に著わ した 6亭Oっ73∽つ33つ∽GP320C3 を第 4版から 6亭QつOCC?車

∽ S32OG3 と改名

UAungThanTun,̀唱 亭OっQ8…Ⅶつ3∽GP:8q8:Gq3"を著わす

UEMaung,Burme∫eBuddhistLt7uJを著わす


